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監 査 公 表 第 １ 号
地方自治法（昭和 22年 法 律第 67号 ）第 199条 第 ４ 項の規定により実施した定期監 査 の 結

果 は 、 次 の と お り で す 。
令 和 ３ 年 ２ 月 19日

福 島 県 監 査 委 員 星 公 正
福 島 県 監 査 委 員 佐 久 間 俊 男
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

１ 監 査 等 の 基 準
本 件 の 監 査 等 は 、 福 島 県 監 査 委 員 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 監 査 委 員 監 査 公 表 第 10

号 ） に 基 づ き 実 施 し た 。
２ 監 査 等 の 種 類

財 務 監 査
３ 監 査 等 の 対 象 及 び 実 施 内 容
⑴ 総 務 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法

県 中 地 方 振 興 局 令和元年度 令和２年11月５日 勅使河原正之 佐 竹 浩 書 面 監 査

相 双 地 方 振 興 局 令和元年度 令和２年11月５日 佐久間俊男 高橋 宏和 書 面 監 査

い わ き 地 方 振 興 局 令和元年度 令和２年11月５日 佐久間俊男 高橋 宏和 書 面 監 査

⑵ 企 画 調 整 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法

───────────────────────────────────────────────────────────
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令和元年度
ふ た ば 復 興 事 務 所 令和２年12月22日 佐久間俊男 高橋 宏和 実 地 監 査

令和２年度

⑶ 保 健 福 祉 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

総 合 療 育 セ ン タ ー 令和元年度 令和２年11月５日 勅使河原正之 佐 竹 浩 書 面 監 査

平成30年度
動 物 愛 護 セ ン タ ー 令和２年11月５日 佐久間俊男 高橋 宏和 書 面 監 査

令和元年度
令和元年度

食 肉 衛 生 検 査 所 令和２年11月18日 勅使河原正之 佐 竹 浩 実 地 監 査
令和２年度

障 が い 者 総 合 福 祉 令和元年度
令和２年11月26日 佐久間俊男 佐 竹 浩 実 地 監 査

セ ン タ ー 令和２年度

県南保健福祉事務所 令和元年度 令和２年12月１日 佐 竹 浩 高橋 宏和 書 面 監 査

南会津保健福祉事務所 令和元年度 令和２年12月１日 佐 竹 浩 高橋 宏和 書 面 監 査

令和元年度
若 松 乳 児 院 令和２年12月１日 佐 竹 浩 高橋 宏和 書 面 監 査

令和２年度
令和元年度

郡 山 光 風 学 園 令和２年12月23日 星 公 正 佐 竹 浩 実 地 監 査
令和２年度

⑷ 農 林 水 産 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

水産海洋研究センター 令和元年度 令和２年11月５日 佐久間俊男 高橋 宏和 書 面 監 査

南 会 津 農 林 事 務 所 令和元年度 令和２年11月24日 佐 竹 浩 実 地 監 査

水 産 事 務 所 令和元年度 令和２年12月７日 佐久間俊男 佐 竹 浩 書 面 監 査

令和元年度
林 業 研 究 セ ン タ ー 令和２年12月７日 佐久間俊男 佐 竹 浩 書 面 監 査

令和２年度

農 業 総 合 セ ン タ ー 令和元年度 令和３年１月12日 星 公 正 高橋 宏和 実 地 監 査

⑸ 土 木 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

県 中 建 設 事 務 所 令和元年度 令和２年11月５日 勅使河原正之 佐 竹 浩 書 面 監 査

喜 多 方 建 設 事 務 所 令和元年度 令和２年11月５日 佐久間俊男 高橋 宏和 書 面 監 査

相馬港湾建設事務所 令和元年度 令和２年11月５日 勅使河原正之 佐 竹 浩 書 面 監 査

小名浜港湾建設事務所 令和元年度 令和２年11月19日 佐 竹 浩 実 地 監 査

南 会 津 建 設 事 務 所 令和元年度 令和２年11月24日 佐 竹 浩 実 地 監 査

県 北 流 域 下 水 道 建
令和元年度 令和２年12月１日 佐 竹 浩 高橋 宏和 書 面 監 査

設 事 務 所
県 中 流 域 下 水 道 建

令和元年度 令和２年12月７日 佐久間俊男 佐 竹 浩 書 面 監 査
設 事 務 所

⑹ 教 育 委 員 会

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

───────────────────────────────────────────────────────────
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平成30年度
県 南 教 育 事 務 所 令和２年11月５日 勅使河原正之 佐 竹 浩 書 面 監 査

令和元年度

南 会 津 教 育 事 務 所 令和元年度 令和２年11月５日 勅使河原正之 佐 竹 浩 書 面 監 査

平成30年度
湖 南 高 等 学 校 令和２年11月５日 佐久間俊男 高橋 宏和 書 面 監 査

令和元年度

田 島 高 等 学 校 令和元年度 令和２年11月５日 佐久間俊男 高橋 宏和 書 面 監 査

平成30年度
会 津 工 業 高 等 学 校 令和２年11月17日 佐久間俊男 高橋 宏和 実 地 監 査

令和元年度
令和元年度

福 島 高 等 学 校 令和２年11月18日 勅使河原正之 佐 竹 浩 実 地 監 査
令和２年度
平成30年度

い わ き 教 育 事 務 所 令和２年11月19日 佐 竹 浩 実 地 監 査
令和元年度
令和元年度

いわき翠の杜高等学校 令和２年11月25日 佐久間俊男 高橋 宏和 実 地 監 査
令和２年度
令和元年度

福 島 東 高 等 学 校 令和２年11月26日 佐久間俊男 佐 竹 浩 実 地 監 査
令和２年度
平成30年度

喜多方桐桜高等学校 令和２年 12月 1日 佐 竹 浩 高橋 宏和 書 面 監 査
令和元年度
平成30年度

勿 来 工 業 高 等 学 校 令和２年 12月 1日 佐 竹 浩 高橋 宏和 書 面 監 査
令和元年度
平成30年度

ふたば未来学園高等学校 令和２年 12月 1日 佐 竹 浩 高橋 宏和 書 面 監 査
令和元年度

美 術 館 令和元年度 令和２年12月７日 佐久間俊男 佐 竹 浩 書 面 監 査

令和元年度
若 松 商 業 高 等 学 校 令和２年12月７日 佐久間俊男 佐 竹 浩 書 面 監 査

令和２年度
令和元年度

富 岡 支 援 学 校 令和２年12月７日 佐久間俊男 佐 竹 浩 書 面 監 査
令和２年度
令和元年度

郡 山 高 等 学 校 令和２年12月23日 星 公 正 佐 竹 浩 実 地 監 査
令和２年度
令和元年度

喜 多 方 高 等 学 校 令和３年１月６日 佐久間俊男 佐 竹 浩 実 地 監 査
令和２年度
令和元年度

喜 多 方 東 高 等 学 校 令和３年１月６日 佐久間俊男 佐 竹 浩 実 地 監 査
令和２年度
令和元年度

川 口 高 等 学 校 令和３年１月７日 星 公 正 高橋 宏和 実 地 監 査
令和２年度

⑺ 公 安 委 員 会

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

福 島 警 察 署 令和元年度 令和２年11月５日 勅使河原正之 佐 竹 浩 書 面 監 査

令和元年度
南 会 津 警 察 署 令和２年11月17日 佐久間俊男 高橋 宏和 実 地 監 査

令和２年度

い わ き 中 央 警 察 署 令和元年度 令和２年11月25日 佐久間俊男 高橋 宏和 実 地 監 査

令和元年度
喜 多 方 警 察 署 令和２年12月１日 佐 竹 浩 高橋 宏和 書 面 監 査

令和２年度

会 津 若 松 警 察 署 令和元年度 令和２年12月７日 佐久間俊男 佐 竹 浩 書 面 監 査

郡 山 警 察 署 令和元年度 令和３年１月12日 星 公 正 高橋 宏和 実 地 監 査

４ 監 査 等 の 着 眼 点
⑴ 事 務 事 業 が 法 令 等 に 従 っ て 適 正 に 実 施 さ れ て い る か 。 （ 合 規 性 ）
⑵ 会 計 情 報 が 体 系 的 か つ 適 正 ・ 確 実 に 事 実 を 反 映 し て い る か 。 （ 正 確 性 ）
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⑶ 事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 最 少 の 経 費 と な っ て い る か 。 （ 経 済 性 ）
⑷ 事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 費 用 に 見 合 う 効 果 が 挙 が っ て い る か 。 （ 効 率 性 ）
⑸ 事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 の 結 果 が 、 所 期 の 目 的 を 達 成 し て い る か 、 ま た 、
成 果 を 上 げ て い る か 。 （ 有 効 性 ）

５ 監 査 等 の 結 果
⑴ 総 務 部
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

い わ き 地 方 振 興 局 ・ 採 石 法 の 規 定 に 基 づ く 採 取 計 画 の 変 更 認 可 申 請 の 証 紙 収 入
事 務 に つ い て 、 証 紙 収 入 整 理 簿 の 整 理 が な さ れ ず 、 証 紙 収
入 報 告 書 の 報 告 が 漏 れ て い る も の が あ る 。

イ 上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に
適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及
び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑵ 企 画 調 整 部
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お
り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑶ 保 健 福 祉 部
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

県南保健福祉事務所 ・ 福 島 県 発 達 障 が い 地 域 支 援 マ ネ ー ジ ャ ー 事 業 委 託 及 び 福 島
県 障 が い 児 （ 者 ） 地 域 療 育 等 支 援 業 務 委 託 に つ い て 、 概 算
払 の 請 求 か ら ３ か 月 以 上 遅 延 し て 支 払 わ れ て い る も の が あ
る 。

イ 上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に
適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及
び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑷ 農 林 水 産 部
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

農 業 総 合 セ ン タ ー ・ 給 与 の 支 給 日 に 現 金 で 給 付 す べ き 給 与 に つ い て 、 １ 名 分 が
同 日 に 支 給 さ れ て い な い 。

イ 上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に
適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及
び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑸ 土 木 部
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 摘 事 項 、 ５ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求
め た 。
(ｱ) 指 摘 事 項

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

南 会 津 建 設 事 務 所 ・ 河 川 敷 占 用 料 の 調 定 事 務 に つ い て 、 著 し く 適 正 を 欠 い て い
る も の が あ る 。

（ 事 実 ）
河 川 区 域 に お け る 土 地 占 用 料 （ 河 川 敷 占 用 料 ） に つ い て 、
平 成 22年 ８ 月 に 甲 株 式 会 社 が 発 電 所 に 係 る 専 用 橋 梁 や 通 路
等 設 置 の た め に 河 川 管 理 者 （ 国 ） か ら 許 可 を 受 け 、 河 川 法
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に 基 づ き 県 が 徴 収 で き る に も か か わ ら ず 、 占 用 料 5 ,237 , 40 0
円 の 収 入 調 定 が 行 わ れ て い な か っ た 。
な お 、 平 成 28年 度 か ら 令 和 元 年 度 ま で の 占 用 料 2 ,1 67 , 2 0 0円
を 令 和 ２ 年 ９ 月 に 徴 収 し て い る が 、 平 成 27年 度 以 前 の 占 用
料 3 , 0 7 0 , 2 0 0円 は 時 効 に よ り 徴 収 で き な く な っ て い る 。

１ 許 可 年 月 日 平 成 22年 ８ 月 ５ 日
２ 占 用 期 間 平成 22年 ８月５日から令和２年３月 31日 まで
３ 占 用 面 積 2 , 7 0 9ｍ2

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）
河 川 敷 占 用 料 の 調 定 に 当 た っ て は 、 適 時 適 切 に 許 可 内 容 を
確 認 し 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。

(ｲ) 指 導 事 項

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

相馬港湾建設事務所 ・ 歳 入 科 目 「 農 林 水 産 業 使 用 料 」 と し て 収 入 調 定 す べ き と こ
ろ 、 誤 っ て 「 土 木 使 用 料 」 と し て 収 入 調 定 し て い る も の が
あ る 。

小名浜港湾建設事務所 ・ 修 繕 契 約 に お い て 、 契 約 保 証 金 の 免 除 規 定 に 該 当 し な い に
も か か わ ら ず 免 除 し て い る も の が あ る 。
ま た 、 随 意 契 約 と す る 根 拠 が 誤 っ て い る も の が あ る 。

・ 工 事 請 負 変 更 契 約 に お い て 、 工 期 延 長 の 変 更 契 約 を 行 う 際
に 、 追 加 の 工 事 を 含 め て 締 結 す べ き と こ ろ 、 次 回 の 変 更 契
約 で 処 理 し て い る も の が あ る 。

南 会 津 建 設 事 務 所 ・ 工 事 請 負 変 更 契 約 に お い て 、 工 期 延 長 の 変 更 契 約 を 行 う 際
に 、 追 加 の 工 事 を 含 め て 締 結 す べ き と こ ろ 、 次 回 の 変 更 契
約 で 処 理 し て い る も の が あ る 。

・ 道 路 補 修 材 の 調 達 の 単 価 契 約 に お い て 、 予 定 価 格 が 随 意 契
約 に よ る こ と の で き る 限 度 額 160万 円 を 超 え て い る に も か か
わ ら ず 、 随 意 契 約 に よ り 契 約 を 締 結 し て い る も の が あ る 。

イ 上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に
適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及
び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑹ 教 育 委 員 会
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の ２ 件 の 指 摘 事 項 、 ３ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求
め た 。
(ｱ) 指 摘 事 項

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

県 南 教 育 事 務 所 ・ 報 酬 及 び 旅 費 の 支 出 時 期 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が
あ る 。

（ 事 実 ）
報 酬 及 び 旅 費 に 係 る 次 の 支 出 事 務 に つ い て 、 適 正 な 時 期 に
処 理 さ れ ず 過 年 度 支 出 と な っ て い る 。
１ 平成 27年 度 か ら 平 成 30年 度 ま で の ス ク ー ル カ ウ ン セ ラー
８ 名 分 の 報 酬 166 , 0 0 0円 、 旅 費 19 , 0 4 5円 に つ い て 、 令 和 ２
年 ９ 月 30日 に 支 出 し て い る 。

２ 平 成 29年 度 か ら 平 成 30年 度 ま で の ス ク ー ル カ ウ ン セ ラー
ス ー パ ー バ イ ザ ー １ 名 分 の 報 酬 11 0 , 0 0 0円 、 旅 費 1 , 9 0 0円
に つ い て 、 令 和 ２ 年 ９ 月 30日 に 支 出 し て い る 。

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）
報酬及び旅費の支給に当たっては、組織内の情報共有やチェッ
ク 体 制 を 強 化 す る と と も に 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う
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喜多方桐桜高等学校 ・ 通 勤 手 当 の 支 給 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。
（ 事 実 ）
教 員 Ａ の 通 勤 手 当 に つ い て 、 病 気 休 暇 復 帰 後 の 支 給 開 始 処
理 を 失念 し、 令 和元 年８ 月 分か ら令 和２ 年 ３月 分ま で の通 勤
手当 (月 額 13,200円 ） が 職 員 調査 日 現在 未 支給 となっている。
通 勤 手 当 (令 和 元 年 ８ 月 か ら 令 和 ２ 年 ３ 月 ま で の ８ か 月 分 ）
正 当 支 給 額 105 , 6 0 0円
既 支 給 額 0円
不 足 支 給 額 105 , 6 0 0円

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）
通 勤 手 当 の 支 給 に 当 た っ て は 、 支 給 要 件 の 確 認 を 徹 底 し 、
チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 す る と と も に 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正
に 行 う こ と 。

(ｲ) 指 導 事 項

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

福 島 高 等 学 校 ・ 修 繕 契 約 に お い て 、 契 約 保 証 金 の 免 除 規 定 に 該 当 し な い に
も か かわ らず 免 除す ると と もに 、随 意契 約 とす る根 拠 が誤 っ
て い る も の が あ る 。

勿 来 工 業 高 等 学 校 ・ 行 政 財 産 使 用 許 可 に 伴 う 土 地 使 用 料 の 収 入 調 定 が １ か 月 以
上 遅 延 し て い る も の が あ る 。

・ 扶 養 手 当 等 に つ い て 、 過 渡 金 が 発 生 し て い る 事 実 を 把 握 し
た に も か か わ ら ず 、 届 出 を 受 理 し て か ら 10か 月 後 に 収 入 調
定 を 行 っ て い る も の が あ る 。

イ 上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に
適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及
び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑺ 公 安 委 員 会
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

会 津 若 松 警 察 署 ・ 正 規 の 手 続 を 経 な い で Ｃ Ｔ 検 査 を 依 頼 し た が 、 担 当 者 間 の
連 絡 確 認 の 不 徹 底 な ど に よ り 、 過 年 度 に 支 出 を し て い る も
の が あ る 。

イ 上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に
適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及
び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 ２ 号
令 和 ２ 年 11月 27日 監 査 公 表 第 19号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 14項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 知 事 か ら 次 の と お り 措 置 状 況
の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

令 和 ３ 年 ２ 月 19日
福 島 県 監 査 委 員 星 公 正
福 島 県 監 査 委 員 佐 久 間 俊 男
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

２ 財 第 1 9 0 9 号
令 和 ２ 年 12月 25日



令和３年２月19日 金曜日 福 島 県 報 号外第５号7

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
福 島 県 監 査 委 員 星 公 正
福 島 県 監 査 委 員 佐 久 間 俊 男

様
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄 □印
定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

令 和 ２ 年 11月 12日 付 け ２ 福 監 第 223号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 14項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。
（ 別 紙 様 式 ）

定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て
１ 監 査 対 象 機 関 企 画 調 整 部

監 査 対 象 年 度 令 和 元 年 度
監 査 実 施 年 月 日 令 和 ２ 年 10月 ９ 日

指 摘 ・ 勧 告 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」 （ 原 因 ）
重 要 物 品 の 処 分 に 著 し く 適 正 を 欠 い て 今 般 の 事 案 は 、 重 要 物 品 の 不 用 決 定 後

い る も の が あ る 。 の 処 分 手 続 に 関 す る 認 識 が 欠 如 し て い た
「 事 実 」 こ と と 、 処 分 方 法 を 検 討 す る た め の 現 物
重 要 物 品 で あ る 船 舶 に つ い て 、 譲 与 等 確 認 や 職 員 か ら の 聞 き 取 り 等 詳 細 な 手 続

の 手 続 が な い ま ま 私 人 に 無 償 譲 渡 し て い を 欠 い た ま ま 手 続 を 進 め て し ま っ た こ と
る 。 が 原 因 で す 。
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」 （ 処 理 状 況 ）
重 要 物 品 の 処 分 に 当 た っ て は 、 関 係 規 今 般 の 事 案 を 受 け 、 再 発 防 止 に 向 け 事

程 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。 案 の 原 因 を 究 明 し 、 重 要 物 品 の 処 分 手 続
を 改 め て 確 認 し ま し た 。
（ 今 後 の 対 応 ）
今 後 は 、 担 当 職 員 の み な ら ず 、 複 数 職

員 の チ ェ ッ ク 体 制 を 整 備 し 、 適 正 な 事 務
処 理 に 努 め て ま い り ま す 。

２ 監 査 対 象 機 関 保 健 福 祉 部
監 査 対 象 年 度 令 和 元 年 度
監 査 実 施 年 月 日 令 和 ２ 年 10月 16日

指 摘 ・ 勧 告 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」 （ 原 因 ）
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 の 特 別 交 付 金 の 今 般 の 事 案 は 、 特 別 調 整 交 付 金 に 係 る

歳 出 予 算 見 積 及 び 会 計 年 度 所 属 区 分 に 著 国 の 交 付 基 準 の 改 正 を ２ 月 補 正 の 歳 出 予
し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。 算 見 積 に 反 映 す る こ と を 主 務 課 担 当 者 が
「 事 実 」 失 念 し た こ と に 加 え 、 改 正 内 容 に つ い て
令 和 元 年 度 福 島 県 国 民 健 康 保 険 保 険 給 情 報 共 有 が 不 十 分 で あ っ た た め 、 主 務 課

付 費 等 交 付 金 （ 特 別 交 付 金 の う ち 特 別 調 と 予 算 主 管 課 に よ る 組 織 的 な チ ェ ッ ク が
整 交 付 金 （ 保 健 事 業 分 を 除 く 。 ） ） に つ 十 分 に 機 能 し な か っ た こ と が 原 因 で す 。
い て 、 ２ 月 補 正 予 算 見 積 書 作 成 時 に 国 の （ 処 理 状 況 ）
交 付 基 準 の 改 正 を 反 映 せ ず 歳 出 見 込 額 を 今 般 の 事 案 を 受 け 、 国 の 交 付 基 準 の 改
誤 っ た た め 、 歳 出 予 算 額 が 不 足 し 甲 市 に 正 が あ っ た と き は 、 通 知 文 書 を 回 覧 す る
対する交付額確定に伴う精算額 168,816,000 だ け で は な く 、 定 期 的 な 主 務 課 内 の 打 ち
円 を 令 和 ２ 年 度 予 算 で 支 出 し て い る 。 合 わ せ に お い て 改 正 内 容 を 周 知 し 、 情 報
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」 共 有 を 図 る こ と と し ま し た 。
歳 出 予 算 の 執 行 に 当 た っ て は 、 国 の 制 （ 今 後 の 対 応 ）

度 改 正 等 を 踏 ま え 所 要 額 を 適 切 に 見 積 る 今 後 は 、 国 の 制 度 改 正 等 を 踏 ま え 歳 出
と と も に 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 支 出 す 予 算 額 を 適 切 に 見 積 も る と と も に 、 予 算
る こ と 。 見 積 書 に 改 正 通 知 等 を 添 付 し 、 複 数 職 員

及 び 管 理 職 に よ る チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 し
て 、 予 算 主 管 課 と も 連 携 を 図 り な が ら 、
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３ 監 査 対 象 機 関 県 北 建 設 事 務 所
監 査 対 象 年 度 令 和 元 年 度
監 査 実 施 年 月 日 令 和 ２ 年 ９ 月 ４ 日

指 摘 ・ 勧 告 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」 （ 原 因 ）
道 路 占 用 料 の 算 定 に 適 正 を 欠 い て い る 今 般 の 事 案 は 、 令 和 ２ 年 度 の 占 用 料 額

も の が あ る 。 を 算 定 す る 際 、 担 当 職 員 が 経 過 措 置 の 適
「 事 実 」 用 に つ い て 十 分 に 理 解 し て い な か っ た た
令 和 ２ 年 度 の 道 路 占 用 料 の 算 定 に 当 た め 、 算 定 方 法 を 誤 っ て し ま っ た こ と 、 主

り 、 福 島 県 道 路 占 用 料 徴 収 条 例 の 一 部 改 務 課 か ら 占 用 料 算 定 用 の 計 算 様 式 が 送 付
正 に 伴 い 単 価 が 改 定 （ 増 額 ） さ れ 、 経 過 さ れ た も の の 、 担 当 職 員 は 、 入 力 作 業 の
措 置 と し て 、 令 和 ２ 年 ３ 月 31日 ま で に 道 業 務 負 担 や 入 力 誤 り の お そ れ が あ る こ と
路 法 第 32条 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け た 占 な ど か ら 、 当 該 様 式 を 活 用 せ ず に 経 過 措
用 物 件 の 占 用 料 額 に つ い て 、 令 和 元 年 度 置 の 適 用 が 反 映 さ れ て い な い 独 自 の 計 算
の 占 用 料 額 に 1 . 2を 乗 じ て 得 た 額 （ 以 下 様 式 を 使 用 し た こ と 、 担 当 職 員 の 算 定 し
「 調 整 占 用 料 額 」 と い う 。 ） を 超 え る 場 た 占 用 料 額 に つ い て 、 複 数 職 員 で チ ェ ッ
合は、当該調整占用料額とすべきところ、 ク す るなど組織内での確認が不十分であっ
算 定 方 法 を 誤 り 経 過 措 置 を 適 用 し な い 占 た こ と が 原 因 で す 。
用料額で調定したため 91件 199,245円の調定 （ 処 理 状 況 ）
額 誤 り が 生 じ 、 こ の う ち 50件 136 ,225円 を 今 般 の 事 案 を 受 け 、 占 用 料 額 に 誤 り が
過 徴 収 し た 。 生 じ た 91件 に つ い て 関 係 者 へ の 謝 罪 を 行
な お 、 令 和 ２ 年 ４ 月 16日 か ら 関 係 者 に い 、 ま た 、 再 発 防 止 を 図 り 今 般 の 改 定 に

謝 罪 の 上 、 戻 出 手 続 を 進 め て い る 。 つ い て 正 し く 理 解 す る た め 、 所 内 に お い
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」 て 関 係 規 程 等 に つ い て 改 め て 確 認 す る と
道 路 占 用 料 の 算 定 に 当 た っ て は 、 関 係 と も に 職 員 へ の 注 意 喚 起 を 行 い ま し た 。

規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。 更 に 、 令 和 ２ 年 11月 ４ 日 、 過 徴 収 が 生 じ
た 5 0件 （ 1 3 6 , 2 2 5円 ） に つ い て 、 関 係 者
へ の 返 還 手 続 を 完 了 し ま し た 。
（ 今 後 の 対 応 ）
今 後 は 、 道 路 占 用 料 の 算 定 事 務 に つ い

て 、 占 用 料 が 改 定 さ れ る 際 は 、 所 内 研 修
を 行 い 、 関 係 規 程 等 に 関 す る 正 し い 知 識
を 総 務 課 職 員 で 共 有 し 、 主 務 課 か ら 占 用
料算定用の計算様式が送付された場合は、
当 該 様 式 を 活 用 す る こ と と し 、 複 数 職 員
で 入 力 を 分 担 す る と と も に 入 力 内 容 の 確
認 を 行 い ま す 。 ま た 、 算 定 し た 占 用 料 額
に つ い て は 、 総 務 課 長 も 含 め 複 数 職 員 に
よ る チ ェ ッ ク を 徹 底 し て ま い り ま す 。

４ 監 査 対 象 機 関 県 南 建 設 事 務 所
監 査 対 象 年 度 令 和 元 年 度
監 査 実 施 年 月 日 令 和 ２ 年 ９ 月 ４ 日

指 摘 ・ 勧 告 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」 （ 原 因 ）
道 路 敷 占 用 料 の 調 定 時 期 に 著 し く 遅 延 今 般 の 事 案 の 原 因 は 、 以 下 の と お り で

し て い る も の が あ る 。 す 。
「 事 実 」 １ 平 成 30年 度 に 複 数 の 行 政 課 職 員 が
道 路 敷 占 用 料 13件 1 0 , 9 1 9 , 0 2 2円 に つ い 長 期 不 在 と な り 、 事 務 遅 延 が 生 じ て

て 、 定 例 調 定 を ４ 月 １ 日 に 行 う べ き と こ い た 。
ろ 、 ３ か 月 以 上 遅 延 し 、 ４ 月 １ 日 に 遡 及 ２ 平 成 31年 度 の 人 事 異 動 で 行 政 課 職
し て 調 定 を 行 っ て い る 。 員 が 全 員 入 れ 替 わ っ た が 、 十 分 な 事
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「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」 務 引 継 が 行 え る 状 況 に な く 、 許 認 可
道 路 占 用 料 の 定 例 調 定 に 当 た っ て は 、 事 務 に 不 慣 れ な う え 関 係 法 令 の 知 識

チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 し 、 関 係 規 程 に 基 づ も 不 十 分 な と こ ろ 、 各 種 申 請 や 事 前
き 適 正 に 行 う こ と 。 相 談 等 が 頻 繁 に あ り 、 課 員 は 通 常 業

務の対応も容易でない状況であった。
道 路 法 許 認 可 事 務 担 当 が 新 規 採 用 職
員 だ っ た こ と か ら 、 道 路 敷 占 用 料 の
定 例 調 定 事 務 を 含 む 過 去 の 事 務 遅 延
に つ い て は 、 課 長 が 対 応 す る こ と と
した。４月１日に調定するためには、
本 来 、 前 年 度 中 に 占 用 料 を 確 定 し て
お く 必 要 が あ る と こ ろ 、 全 く 処 理 さ
れ て お ら ず 、 平 成 30年 度 中 の 占 用 物
件 の 異 動 の 把 握 か ら 着 手 し た が 、 関
係 書 類 の 保 管 管 理 状 況 も 悪 く 、 占 用
料 の 確 定 に 日 時 を 要 し た 。

３ （ 原 因 ） ２ の 状 況 に よ り 、 他 の 担
当 業 務 も 含 め 業 務 が 滞 っ た た め 、 課
長 を 含 む 行 政 課 職 員 で そ の 業 務 対 応
を 行 っ た が 、 業 務 量 が 増 加 し 、 遅 延
し て い た 事 務 の 処 理 が 更 に 遅 れ る こ
と に な っ た 。

（ 処 理 状 況 ）
１ 収 入 調 定 事 務 等 の 遅 延 は 、 事 務 処
理 体 制 が 確 保 で き て い な か っ た こ と
が 原 因 で あ る こ と か ら 、 適 切 な 事 務
処 理 が で き る よ う 経 験 者 を 配 置 す る
な ど 組 織 体 制 の 強 化 を 行 っ た 。 （ 令
和 ２ 年 ４ 月 か ら 所 内 異 動 で 行 政 課 経
験 者 を 配 置 し た ） 。

２ 県 の 工 事 等 入 札 参 加 資 格 登 録 審 査
や 特 定 町 村 で 実 施 さ れ る 国 土 調 査 に
係 る 境 界 立 会 等 に つ い て は 、 総 務 部
内 職 員 の 支 援 を 受 け て 対 応 す る と と
も に 、 突 発 的 な 所 管 法 令 違 反 へ の 対
応 等 に は 、 次 長 を 中 心 に 関 係 課 の 協
力 を 得 て 対 処 す る な ど 行 政 課 職 員 が
遅 延 事 務 の 適 正 化 に 取 り 組 め る よ う
組 織 的 な 対 応 を 行 っ た 。

（ 今 後 の 対 応 ）
今 後 は 以 下 の と お り 対 応 し て ま い り ま

す 。
（ 処 理 状 況 ） １ 及 び ２ に よ り 、 行 政

課 の 所 管 事 務 の 事 務 遅 延 を 適 正 化 し 、
現 年 度 中 に 次 年 度 の 道 路 占 用 料 の 定 例
調 定 の 準 備 事 務 を 完 了 し 、 関 係 規 程 に
基 づ き 適 正 に 行 う 。

「 指 摘 事 項 」 （ 原 因 ）
収 入 調 定 事 務 に 適 正 を 欠 い て い る も の 今 般 の 事 案 の 原 因 は 、 以 下 の と お り で

が あ る 。 す 。
「 事 実 」 １ 平 成 31年 度 の 人 事 異 動 で 行 政 課 職
雑 入 （ 道 路 敷 占 用 許 可 を 受 け ず に 占 用 員 が 課 長 を 含 め 全 員 入 替 に な っ た こ

し て い た 分 の 占 用 料 相 当 額 ） に つ い て 、 と か ら 、 平 成 30年 度 中 の 遅 延 事 務 の
平 成 31年 ４ 月 １ 日 付 け で 収 入 調 定 を 誤 っ 一部については課長が事務処理を行っ
て ２ 回 行 い 、 そ の 後 、 収 入 未 済 状 況 の 確 たため、ダブルチェックが機能せず、
認 が 不 十 分 で あ っ た た め 、 取 り 消 す べ き 行 政 課 職 員 、 担 当 者 と の 情 報 共 有 が
調 定 分 4 6 2 , 2 6 7円 を 収 入 未 済 扱 い の ま ま で き て い な か っ た 。
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令 和 ２ 年 度 に 繰 り 越 し 、 令 和 ２ 年 ５ 月 に ２ 事 務 所 内 で 毎 月 チ ェ ッ ク リ ス ト に
誤 り に 気 付 き 減 額 処 理 を し て い る 。 よ る 確 認 を 行 っ て い る が 、 各 課 で 所
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」 管 事 務 の 状 況 を 確 認 す る た め 、 １ に
収 入 調 定 に 当 た っ て は 、 チ ェ ッ ク 体 制 よ り チ ェ ッ ク 機 能 が 働 か な か っ た 。

を 強 化 し 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う （ 処 理 状 況 ）
こ と 。 １ 毎 月 出 力 さ れ る 収 入 未 済 一 覧 表 に

よ り 収 入 未 済 と な っ て い る 収 入 調 定
に つ い て は 、 そ の 内 容 や 原 因 を 確 認
し て い る 。

２ 新 規 の 収 入 未 済 に つ い て は 、 督 促
等 を 行 う な ど 適 切 な 債 権 管 理 を 行 っ
て い る 。

（ 今 後 の 対 応 ）
今 後 は 以 下 の と お り 対 応 し て ま い り ま

す 。
（ 処 理 状 況 ） １ 及 び ２ に つ い て 、 各

正副担当者及び課長の複数人によるチェッ
ク を 徹 底 す る と と も に 、 事 務 所 全 体 の
チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 し 、 事 務 の 適 正 執
行 に 努 め る 。

「 指 摘 事 項 」 （ 原 因 ）
工 事 に 伴 う 補 償 契 約 に つ い て 、 事 務 手 今 般 の 事 案 の 原 因 は 、 以 下 の と お り で

続 が 適 正 を 欠 い て お り 、 予 算 の 執 行 に 重 す 。
大 な 影 響 を 与 え て い る も の が あ る 。 １ 主 任 主 査 、 担 当 者 が 長 期 休 暇 に 入
「 事 実 」 り 、 後 任 者 に 本 件 の 引 継 ぎ を 行 う べ
１ 道 路 整 備 事 業 に 伴 う 甲 町 所 有 の 防 き と こ ろ 、 そ の 引 継 ぎ が 一 切 行 わ れ
火 水 槽 の 移 転 補 償 契 約 に つ い て 、 令 て い な か っ た 。
和元年９月４日付けで契約を締結し、 ２ 甲 町 と の 連 絡 調 整 に つ い て は 、 契
同 年 11月 19日 に 工 事 が 完 了 し て い た 約 前 か ら 支 払 手 続 完 了 ま で 、 定 期 的
に も か か わ ら ず 、 工 事 の 執 行 状 況 の に 行 い 、 進 捗 状 況 を 確 認 し 、 そ の 事
確認を怠り、不必要な繰越処理を行っ 務 手 続 を 行 う べ き と こ ろ 、 そ の 連 絡
て い る 。 調 整 を 契 約 前 に 一 度 行 っ た の み で あ

２ 道 路 整 備 事 業 に 伴 う 甲 町 所 有 の 消 り 、 そ の 後 担 当 者 、 後 任 者 及 び 主 任
火 栓 の 移 転 補 償 契 約 に つ い て 、 甲 町 主 査 が 一 切 連 絡 調 整 を 行 わ ず 、 進 捗
と 工 事 等 請 負 者 が 契 約 を 締 結 す る 時 状 況 の 確 認 を 怠 っ た 。
期 に 支 出 負 担 行 為 を 行 い 契 約 す べ き ３ 用 地 課 担 当 者 が 移 転 補 償 契 約 に 係
と こ ろ 、 甲 町 か ら 令 和 元 年 11月 13日 る 支 出 負 担 行 為 の 処 理 す べ き 時 期 を
付 け で 提 出 さ れ た 移 転 工 事 完 了 届 の 理 解 し て お ら ず 、 用 地 課 、 総 務 課 に
収 受 後 に 、 支 出 負 担 行 為 を 行 い 契 約 お け る 組 織 的 な チ ェ ッ ク 、 是 正 が 行
を 締 結 し た 。 さ ら に 、 工 事 の 執 行 状 わ れ な か っ た 。
況 の 確 認 を 怠 り 、 不 必 要 な 繰 越 処 理 （ 処 理 状 況 ）
を 行 っ て い る 。 １ 令 和 ２ 年 ５ 月 21日

「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」 繰越予算にて支出命令書を作成し、
工事に伴う補償契約の事務手続に当たっ 決 裁 を 行 っ た 。

て は 、 チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 の 上 、 予 算 の ２ 令 和 ２ 年 ５ 月 29日
執 行 状 況 等 を 確 認 し 、 関 係 規 程 に 基 づ き 甲 町 に 対 し 支 払 を 行 っ た 。
適 正 に 行 う こ と 。 （ 今 後 の 対 応 ）

今 後 は 以 下 の と お り 対 応 し て ま い り ま
す 。
１ 非 常 時 優 先 時 対 応 メ モ を 作 成 し 、
各 職 員 の 担 当 案 件 、 進 捗 状 況 、 簿 冊
の 所 在 場 所 を 記 載 し 、 職 員 不 在 時 で
も 残 り の 職 員 が 適 切 に 業 務 を 遂 行 で
き る よ う に す る 。
メ モ は 業 務 の 進 捗 状 況 に よ り 随 時

更 新 し 、 常 に 新 し い 情 報 を 記 載 し 、
定 期 的 に 課 長 、 主 任 主 査 が チ ェ ッ ク
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す る 。
ま た 、 定 期 的 に 職 員 間 で 簿 冊 の 所

在 場 所 を 確 認 し 合 い 、 不 在 時 に 業 務
が 停 滞 す る こ と の な い よ う に す る 。

２ 用 地 課 長 、 主 任 主 査 が 進 行 管 理 表
を 活 用 し 、 起 工 か ら 支 払 ま で の 一 連
の 手 続 を 、 決 裁 の 都 度 チ ェ ッ ク し 、
事 務 処 理 が 適 正 に 進 ん で い る か 、 進
行 管 理 を 行 う 。
さ ら に 、 用 地 課 長 、 主 任 主 査 が 定

期 的 に 担 当 者 に 対 し 業 務 の 進 捗 状 況
の 聞 き 取 り を 行 い 、 業 務 に 問 題 点 は
な い か 確 認 す る 。

３ 課 内 会 議 等 に お い て 、 県 財 務 規 則
等 関 係 規 程 の 業 務 に 関 連 す る 条 文 を
確 認 し 、 支 出 負 担 行 為 の 処 理 時 期 を
理 解 す る 。

４ 課 長 会 議 等 に お い て 、 組 織 内 の 問
題 共 有 を 図 り 、 今 後 こ の よ う な 事 例
が 起 き な い よ う に 、 所 内 全 体 に 水 平
展 開 し 、 再 発 防 止 に 取 り 組 む 。

５ 監 査 対 象 機 関 会 津 若 松 建 設 事 務 所
監 査 対 象 年 度 令 和 元 年 度
監 査 実 施 年 月 日 令 和 ２ 年 ９ 月 ４ 日

指 摘 ・ 勧 告 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」 （ 原 因 ）
土 木 建 設 事 業 に 係 る 市 町 村 負 担 金 の 収 今 般 の 事 案 は 、 主 担 当 者 が 調 定 事 務 の

入 事 務 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が 端 緒 と な る 本 庁 か ら の 通 知 を 見 落 と し た
あ る 。 こ と 、 副 担 当 ほ か 、 主 任 主 査 等 に よ る ダ
「 事 実 」 ブ ル チ ェ ッ ク が 機 能 し て い な か っ た こ と
令 和 元 年 度 の 土 木 建 設 事 業 に 係 る 市 町 が 原 因 で す 。

村 負 担 金 に つ い て 、 ２ 月 議 会 で 負 担 金 額 （ 処 理 状 況 ）
の 変 更 が 議 決 さ れ 本 庁 か ら 通 知 が あ っ た 今 般 の 事 案 を 受 け 、 甲 市 の 負 担 金 の 減
に も か か わ ら ず 、 負 担 金 額 に 係 る 減 額 及 額 に つ い て は 、 今 年 度 予 算 を 計 上 し 、 返
び 増 額 の 事 務 処 理 を 行 っ て い な い 。 還 を 進 め て ま い り ま す 。
１ 甲 市 の 負 担 金 の 減 額 また、乙村の負担金の増額については、

負担金額が 1,400,000円 か ら 825,000 令 和 ２ 年 ５ 月 12日 に 土 木 総 務 課 に て 収 入
円 に 変 更 さ れ た が 、 収 入 済 の 調 定 額 調 定 を 行 い 、 会 津 若 松 建 設 事 務 所 を 経 由
の減額及び戻出命令を行っていない。 し て 乙 村 に 納 入 通 知 書 を 送 付 し ま し た 。

２ 乙 村 の 負 担 金 の 増 額 そ の 後 、 令 和 ２ 年 ５ 月 25日 に 乙 村 か ら 納
負担金額が 3,000,000円から 6,375,000 入 さ れ ま し た 。

円 に 変 更 さ れ た が 、 追 加 負 担 分 の 収 （ 今 後 の 対 応 ）
入 調 定 を 行 っ て い な い 。 今 後 は 、 調 定 事 務 の 端 緒 と な る 通 知 文

「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」 の 所 内 回 覧 を 行 い 、 情 報 の 共 有 化 を 図 る
負 担 金 の 収 入 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 とともに、執行機関セルフチェック表（収

に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。 入 ） を 活 用 し 、 複 数 職 員 に よ る チ ェ ッ ク
及 び 進 行 管 理 を 徹 底 す る こ と に よ り 、 再
発 防 止 に 努 め て ま い り ま す 。

６ 監 査 対 象 機 関 相 双 建 設 事 務 所
監 査 対 象 年 度 令 和 元 年 度
監 査 実 施 年 月 日 令 和 ２ 年 ９ 月 ４ 日

指 摘 ・ 勧 告 事 項 措 置 状 況



令和３年２月19日 金曜日 福 島 県 報 号外第５号 12

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「 指 摘 事 項 」 （ 原 因 ）
物 品 の 購 入 事 務 手 続 に 著 し く 適 正 を 欠 今 般 の 事 案 の 原 因 は 、 以 下 の と お り で

き、支払時期が遅延しているものがある。 す 。
「 事 実 」 １ 現 場 担 当 者 が 正 規 の 物 品 購 入 手 続
平 成 29年 度 の 道 路 維 持 補 修 工 事 で 工 事 を 経 ず に 業 者 へ 物 品 の 発 注 を 行 っ て

請 負 業 者 に 支 給 し た 資 材 に つ い て 、 物 品 い た 。
購 入 手 続 を せ ず に 納 品 を 受 け て い る 。 ２ 業 者 か ら の 請 求 書 を 現 場 担 当 者 が
ま た 、 代 金 2 3 4 , 9 5 4円 を 速 や か に 支 払 自 身 の 保 管 場 所 に 保 管 し て い た 。

わ ず 、 平 成 31年 ４ 月 26日 に 過 年 度 支 出 し ３ 管 理 監 督 者 が 、 業 者 に 対 し 、 未 払
て い る 。 い の 有 無 を 確 認 し て い な か っ た 。
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」 （ 処 理 状 況 ）
物 品 購 入 事 務 の 執 行 に 当 た っ て は 、 組 今 般 の 事 案 を 受 け 、 平 成 31年 ４ 月 12日

織 内 の チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 し 、 関 係 規 程 に 業 者 に 未 払 い を 謝 罪 す る と と も に 、 そ
に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。 の 支 払 い に つ い て 説 明 し 了 承 を 得 、 平 成

31年 ４ 月 26日 に 業 者 へ 未 払 代 金 を 支 払 い
ま し た 。
（ 今 後 の 対 応 ）
今 後 は 以 下 の と お り 対 応 し て ま い り ま

す 。
１ 物 品 を 購 入 す る 際 は 、 各 現 場 担 当
者 が 業 者 に 発 注 す る の で は な く 、 発
注 担 当 者 が 業 者 に 発 注 す る 。

２ 業 者 か ら の 請 求 書 は 、 総 務 課 以 外
で 受 領 し た も の は 速 や か に 総 務 課 に
提 出 す る 。 総 務 課 に お い て は 、 請 求
書 を 個 人 が 保 管 す る の で は な く 、 他
の 職 員 が 確 認 で き る 指 定 の 場 所 に 保
管 し 、 支 払 い が 遅 れ て い る も の が な
い か 、 管 理 監 督 者 が 定 期 的 に チ ェ ッ
ク す る 。

３ 管 理 監 督 者 が 、 物 品 納 入 実 績 の あ
る 業 者 に 対 し 、 未 払 い 案 件 の 有 無 を
定 期 的 に 確 認 す る 。

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 ３ 号
令 和 ２ 年 11月 27日 監 査 公 表 第 19号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 14項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 か ら 次 の と
お り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

令 和 ３ 年 ２ 月 19日
福 島 県 監 査 委 員 星 公 正
福 島 県 監 査 委 員 佐 久 間 俊 男
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

２ 教 財 第 8 5 0 号
令 和 ３ 年 １ 月 14日

福 島 県 監 査 委 員 星 公 正
福 島 県 監 査 委 員 佐 久 間 俊 男

様
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 鈴 木 淳 一 □印
定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

令 和 ２ 年 11月 12日 付 け ２ 福 監 第 223号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 14項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。
（ 別 紙 様 式 ）

定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て
監 査 対 象 機 関 教 育 庁
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監 査 対 象 年 度 令 和 元 年 度
監 査 実 施 年 月 日 令 和 ２ 年 ９ 月 17日

指 摘 ・ 勧 告 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」 （ 原 因 ）
債 務 負 担 行 為 の 手 続 に 著 し く 適 正 で な 今 般 の 事 案 は 、 債 務 負 担 行 為 を 設 定 し

い も の が あ る 。 た 際 の 予 算 額 に つ い て 、 設 定 年 度 を 過 ぎ
「 事 実 」 て か ら も 執 行 額 の 上 限 と み な す こ と が で
ふ く し ま 教 育 総 合 ネ ッ ト ワ ー ク ク ラ ウ き る と い う 認 識 の 誤 り が あ っ た こ と が 原

ド 業 務 の 賃 貸 借 契 約 に つ い て は 、 令 和 元 因 で す 。
年 10月 １ 日 か ら 消 費 税 率 が 引 き 上 げ ら れ （ 処 理 状 況 ）
た こ と に 伴 い 、 同 日 付 け で 変 更 契 約 を 締 令 和 ２ 年 ２ 月 議 会 に お い て 、 債 務 負 担
結 し て い る が 、 令 和 元 年 度 予 算 で 債 務 負 行 為 予 算 額 変 更 の 議 決 を 受 け 、 是 正 を 図
担 行 為 の 計 上 を 失 念 し た た め 、 予 算 の 定 り ま し た 。
め の な い 状 態 で 翌 年 度 以 降 の 契 約 を 締 結 （ 今 後 の 対 応 ）
し て い る 。 な お 、 令 和 ２ 年 ２ 月 議 会 で 債 債務負担行為関係予算整理簿を作成し、
務 負 担 行 為 予 算 の 議 決 を 受 け 、 令 和 元 年 事 業 担 当 課 及 び 財 務 課 の 担 当 者 、 主 任 主
10月 １ 日 に 遡 っ て 、 支 出 負 担 行 為 を 整 理 査 、 管 理 職 等 複 数 人 で 執 行 状 況 を チ ェ ッ
し て い る 。 ク す る こ と に よ り 、 再 発 を 防 止 い た し ま
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」 す 。
債 務 負 担 行 為 に よ る 契 約 に つ い て は 、

契 約 内 容 の 確 認 を 徹 底 す る と と も に 、 組
織 と し て の 内 部 牽 制 が 的 確 に 行 わ れ る よ
う チ ェ ッ ク 体 制 を 確 立 し 、 適 正 な 契 約 事
務 処 理 を 行 う こ と 。

（ 監 査 総 務 課 ）


